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令和４年度 監査の結果について  

 

地方自治法第１９９条第１項、第２項、第４項及び第７項の規定により標記監査を行っ

たので、同条第９項の規定により、その結果報告を公表します。 

なお、監査委員 有馬剛朗及び重田一政は、地方自治法第１９９条の２の規定により、

同条に該当する事件（議会事務局定期監査）については除斥しました。 

 

 

１ 環境局定期監査結果報告書 

 

２ 建設局（後期）定期監査結果報告書 

 

３ 教育委員会事務局（後期）定期監査結果報告書 

 

４ 産業局定期監査及び関係出資団体監査結果報告書 

 

５ 都市局定期監査結果報告書 

 

６ 上下水道局定期監査結果報告書 

 

７ 消防局定期監査結果報告書 

 

８ 議会事務局定期監査結果報告書 

 

９ 定期監査（工事監査）結果報告書 

 



 

 

令和４年度 定期監査（工事監査）結果報告書     

 

 

１ 監査対象工事 

定期監査 ２８件（別表のとおり） 

 

２ 監査の期間 

令和４年４月２０日から令和５年５月３０日まで 

 

３ 監査の結果 

⑴ 設計業務 

監査の結果、次に指摘する事項を除き、おおむね良好に処理されているもの

と認めた。 

建築工事においては、設計内容の誤りや積算時の経費区分の誤りが主にみら

れ、これらは法令や積算等に関する理解不足などに起因するものと考えられる

ため、監査結果の内容を十分理解し、組織内で情報共有できるよう継続して取

り組み、違算防止に努めること。 

⑵ 施工監理業務 

工事進捗状況、安全管理等について現地監査を行ったところ、おおむね良好

に施工監理されているものと認めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表 

監 査 対 象 工 事 

監査対象局名等                 工    事    名 

環境局  石倉最終処分場第６期土堰堤築造工事 

観光スポーツ局  手柄山線歩道改良工事 

都市局 

 姫路市営船越住宅１号棟外部改修工事 

 （仮称）母子健康支援センター新築（建築）工事 

 （仮称）母子健康支援センター新築（電気）工事 

 （仮称）母子健康支援センター新築（機械）工事 

 姫路市立手柄小学校給食室改築工事 

 姫路市立城北小学校校舎便所改修等工事 

 姫路市飾磨消防団的形分団詰所新築工事 

 姫路市立高岡保育所空調設備改修工事 

 姫路市立球技スポーツセンター防球ネット設置工事 

 ＪＲ網干駅前地区（区）６－６号線築造外工事 

 阿保地区阿保公園線外築造工事 

 城陽７６号線歩道改良工事 

建設局 

 城西６５号線道路補修工事 

 千日橋補修工事 

 （北部）安富２０５号線道路改良工事 

 都市計画道路内環状東線歩道改良工事 

 花田８０号線道路改良工事 

 県道菅生澗林田線・林田２４号線交差点改良工事 

 糸引公園整備工事 

 都市基盤河川大井川改修（その５）工事 

上下水道局 

 土山東の町地内配水管布設替工事 

 大津区天満地内配水管布設替工事 

 山崎浄水場２号ろ過池補砂工事 

 重国幹線（第２工区）下水道工事 

 大津茂川右岸２号幹線（その４）（雨水）下水道工事 

教育委員会事務局  姫路市立旭陽小学校運動場整備工事 

 注 局名は令和５年４月１日現在のもの  

 


